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基本調査 目的 

 外部被ばく線量を推計するために、一人一人に個人の行動記録を記
入・提出していただく調査です。 
平成23年３月11日～５月11日までの４か月間の行動記録を基に、放射

線医学総合研究所（放医研）の「外部被ばく線量評価システム」により、
個人ごとの外部被ばく線量を推計します。                  

環境省第４回原子力被災者等との健康についてのコミュニケーションにかかる有識者懇談会 

健康を見守り続けるための「基礎」となる調査です  

【調査のスキーム】 

推計された線量は推計期間と共に、各人にお知らせし、外部被ばく線量を知って
いただくと共に、長期にわたって実施していく詳細調査や各人の健康管理におけ
る基礎資料とします。   

行動記録による外部被ばく線量の推計  

問診票 結果通知 
被ばく線量 

推計 

先行調査 

川俣町山木屋地区 
浪江町・飯舘村 

 
約 29,000人 

全県民調査 

基本調査 

基本調査は、当時県内にお住まいだった方が東京電力福島第一原子力発電所事故により
どの程度被ばくしたのかを推計し、将来にわたってお一人お一人の健康管理に役立ててい
ただくことを目的としています。

具体的には対象者の方に、問診票を配布し、事故後４か月間の行動記録を記入していた
だきます。問診票に記入された行動記録を基にして、放射線医学総合研究所が開発したプ
ログラムを使って、被ばく線量を推計します。

また、個人個人の推計値を集約し、統計処理することで、福島県における被ばくと健康
影響についての解析を行うためにも活用されます。

先行調査は平成 23 年６月から開始し、全県調査は平成 23 年８月から開始しました。

本資料への収録日：平成 25 年３月 31 日
改訂日：平成 28 年３月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」 第10章 健康管理 




